
第

三

十

四

号

令

和

元

年

八

月

三

十

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
八
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

障
害
福
祉
課)

一
八
五

告

示

○
岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
に
基
づ
く
県
統
計
調
査
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正

(

統

計

課)

一
八
九

○
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

一
八
九

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(
治

山

課)

一
八
九

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

一
九
〇

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

一
九
〇

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

一
九
〇

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分

(

都
市
整
備
課)

一
九
一

規

則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
二
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
十
五
条
第
四
項
の
表
飛�
県
税
事
務
所
自
動
車
税
出
張
所
の
項
第
一
号
中

｢

自
動
車
取
得
税

(

軽
自
動
車
に
係
る
も
の
を
除
く
。)｣

を｢

自
動
車
税
環
境
性
能
割｣

に
、｢

自
動
車
税｣

を｢

自
動

車
税
種
別
割｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
表
総
務
課
税
課
の
項
第
三
号
中｢

自
動
車
取
得
税
及
び｣

を
削
り
、
同
項
第
四
号
中

｢

自
動
車
取
得
税｣

を｢

自
動
車
税
環
境
性
能
割
及
び
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割｣

に
改
め
、
同
項
第

五
号
中｢

自
動
車
税｣

を｢

自
動
車
税
種
別
割｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
八
月
三
十
日



岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中｢

同
条
第
二
項｣

を｢

第
二
項｣

に
、｢

し
た
場
合
を
含
む
。｣

を｢

含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。)(｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

別
表
第
一｣

の
下
に｢

、
法
第
二
十
七
条
第

一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
措
置(

障
害
児
入
所
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

を

し
た
場
合
で
あ
つ
て
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
徴
収
す
る
と
き
は
別
表
第
二｣

を
加
え
、｢

別

表
第
二｣

を｢

別
表
第
三｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
備
考
第
一
号
中｢

(昭
和
25年

法
律
第
226号

)
｣

を
削
り
、
同
表
備
考
第
三
号
中｢､

障
害
児
入
所
施
設
､
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
(入
所
に
限
る
｡)
｣

を
削
り
、
同
表
備
考
第
四
号�

中｢
(昭
和
39年
法
律
第
129号

)
｣

を
削
り
、
同
号�
中｢

(平
成
17年
法
律
第
123号

)
｣

を
削
り
、

同
号�
イ
中

｢
(昭
和
24年

法
律
第
283号

)
｣

を
削
り
、
同
号�
ハ
中

｢
(昭
和
39年

法
律
第
134

号
)
｣

を
削
り
、
同
号�
ニ
中｢

(昭
和
34年

法
律
第
141号

)
｣

を
削
り
、
同
号�
ホ
中｢

(昭
和

25年
法
律
第
123号

)
｣

を
削
り
、
同
号�
中｢

(昭
和
25年
法
律
第
144号

)
｣

を
削
り
、
同
表
備
考

第
八
号�
中｢､

福
祉
型
障
害
児
入
所
施
設
｣

を
削
り
、
同
号�
中｢医
療
型
障
害
児
入
所
施
設
及
び

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
又
は
｣

及
び｢措

置
児
童
又
は
｣

を
削
り
、｢措

置
児
童
等
｣

を｢入
所
者
｣

に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
三
と
し
、
別
表
第
一
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。
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金

額

区

分

四
六
〇
円

大

人

(

十
二
歳
以
上
の
者)

一
六
〇
円

中

人

(

六
歳
以
上
十
二
歳
未

満
の
者)

八
〇
円

小

人

(

六
歳
未
満
の
者)

附

則

(
施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、

令
和
元
年
六
月
一
日(

以
下｢

適
用
日｣

と
い
う
。)

以
後
に
採
る
措
置
に
係
る
徴
収
金
か
ら
適
用

す
る
。

２

適
用
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
入
所
し
、
又

は
入
院
し
て
い
る
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
徴
収
金
を
徴
収
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
後

の
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
前
月
分
の
徴
収
金
の
額
を
超
え
る
と
き
に
お

け
る
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
改
正
前
の
同
項
の
規
定
に
よ

り
算
定
し
た
額
が
当
該
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
徴
収
す
べ
き
前
月
分
の
徴
収
金
の
額
を
超

え
る
場
合
に
お
け
る
当
該
超
え
た
月
以
後
の
月
分
の
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
入

所
し
、
又
は
入
院
し
た
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
か
ら
、
適
用
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の

属
す
る
月
の
末
日
ま
で
に
採
ら
れ
た
措
置
に
係
る
徴
収
金
を
徴
収
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
が
改
正
前
の
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を

超
え
る
と
き
に
お
け
る
徴
収
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
四
号

岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
に
基
づ
く
県
統
計
調
査
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
二

百
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
元
年
九
月
二
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

岐
阜
県
子
ど
も
調
査｣

を｢

岐
阜
県
子
ど
も
調
査

岐
阜
県
女
性
活
躍
推
進
調
査｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
五
号

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令(

昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号)

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
を
次
の
と
お
り
指
定
し
、
令
和
元
年
十
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

な
お
、
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
告
示
第
四

十
八
号)

は
、
令
和
元
年
九
月
三
十
日
限
り
廃
止
す
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

公
衆
浴
場
の
入
浴
料
金
の
統
制
額

二

こ
の
統
制
額
は
、
温
泉
そ
の
他
知
事
が
特
殊
な
も
の
と
認
め
た
公
衆
浴
場
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
上
矢
作
町
下
字
宮
本
四
六
一
の
四(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備
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三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
税
務
課
の
表
二
の
項
中｢

地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法｣

を｢

地
方
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律(

平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号)

附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人

特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法｣

に
、｢

い
う
。)

及
び｣

を｢

い
う
。)

、｣

に
、｢

の
施
行
事
務｣

を
｢

及
び
特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
十
一
年
法
律
第
四

号)

の
施
行
事
務｣

に
改
め
、
同
表
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
四
号
中

｢

及
び
森
林
環
境
譲
与
税｣
を

｢

、
森
林
環
境
譲
与
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
五
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
県
税
事
務
所
及
び
自
動
車
税
事
務
所
の
表
一
の
項
課
長
専
決
事
項
の
欄
第
一
号
中｢

第
百

三
十
二
条
第
五
項
及
び｣

を
削
り
、｢

第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
五
項｣

の
下
に｢

及
び
第
百
七
十

一
条
第
五
項｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
美
濃
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

美
濃
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(
車
載
写
真
レ
ー
ザ
測
量)

三

作
業
期
間
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令
和
元
年
八
月
一
日
か
ら

令
和
二
年
一
月
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

美
濃
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
瑞
穂
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

瑞
穂
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

修
正
測
量)

三

作
業
期
間

令
和
元
年
七
月
二
十
六
日
か
ら

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
ま
で

四

作
業
地
域

瑞
穂
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
下
呂
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

下
呂
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

デ
ジ
タ
ル
空
中
写
真
撮
影
、
写
真
地
図
作
成)

三

作
業
期
間

令
和
元
年
八
月
十
五
日
か
ら

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

下
呂
市

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分

土
地
区
画
整
理
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
羽
島
市

か
ら
羽
島
都
市
計
画
事
業
駅
北
本
郷
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
を
令
和
元
年
七
月
二
十
五
日
に

行
っ
た
旨
、
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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